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証券コード　4420
2022年３月11日

株　主　各　位
東京都中野区本町一丁目32番２号
イ ー ソ ル 株 式 会 社
代表取締役社長 長 谷 川 勝 敏

１．日 時 2022年３月30日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都中野区本町一丁目32番２号

ハーモニースクエア ３階　ハーモニーホール
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第47期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２. 第47期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案
第2号議案
第3号議案
第４号議案

剰余金の処分の件
定款一部変更の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
監査等委員である取締役３名選任の件

第47回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　なお、新型コロナウイルス感染症防止のため、本株主総会につきましては、株主
総会当日のご来場は極力お控えいただき、お手数ながら後記の株主総会参考書類
（５～16ページ）をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（3～4ペー
ジ）をご参照いただき、書面（郵送）またはインターネットにて、2022年３月29
日（火曜日）午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあ
げます。

敬　具
記

以　上
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新型コロナウイルス感染症防止への対応について

・新型コロナウイルス感染症防止の観点から、書面（郵送）またはインターネットにより事前に議決
権を行使いただき、株主総会当日のご来場を極力、お控えいただきますようお願い申しあげます。

・会場内は、座席の間隔を空けて配置させていただきます。そのため、満席の際にはご入場をお断り
させていただく場合がございます。

・ご来場の株主様におかれましては、検温、マスクの着用と手指のアルコール消毒等の感染症防止の
ための措置にご協力をお願い申しあげます。感染症防止の措置にご協力いただけない場合や、発熱
が認められた株主様、体調不良と見受けられる株主様については、入場をお断りする等のご対応を
させていただく場合がございます。

・株主総会の出席取締役及び運営スタッフは、マスクを着用してご対応させていただきます。

・株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

(注) １. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い
申しあげます。

２. 本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び定款第15条の規
定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.esol.co.jp/）に掲載しておりま
す。
①連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
②計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

３. 監査等委員会及び会計監査人は、当社ウェブサイト掲載事項を含む監査対象書類を監査しております。
４. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をイン

ターネット上の当社ウェブサイト（https://www.esol.co.jp/）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2022年３月30日（水曜日）

午前10時
2022年３月29日（火曜日）

午後５時30分到着分まで
2022年３月29日（火曜日）
午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。
第１・２号議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

第３・４号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者に
反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する
ことなく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができま
す。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

QRコードを用いたログインは1回に限り可能
です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力
する方法」をご確認ください。

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パス 
ワード」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4
※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 ９：00～21：00）
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件
　当社は将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主還元の向上と
のバランスに留意しながら、配当を実施することを基本方針としております。
　当期の期末配当につきましては、この基本方針に基づき、以下のとおりとさせていただきたいと存
じます。

(1) 配当財産の種類
金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金４円
配当総額　　81,454,152円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月31日
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

(1)「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が施行され、上場
会社において、定款に定めることにより、株主利益の確保への配慮等を踏まえて定められる一
定の要件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がイン
ターネット等の手段を用いて出席する株主総会のこと、いわゆるバーチャルオンリー型株主総
会）の開催が可能となります。当社といたしましては、感染症蔓延や自然災害をはじめとした
大規模災害や、社会のデジタル化拡大等も念頭に置きつつ、将来的に株主総会の開催方法の選
択肢の一つとして、場所の定めのない株主総会の開催を可能とすることで、株主利益に資する
ものと考えます。そのため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第２
項を追加するものであります。

(2)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改
正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入される
こととなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。
① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めること

が義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するもので
あります。

② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付
を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定する
ことができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するもの
であります。

③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであ
ります。

④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附
則は期日経過後に削除するものといたします。
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現行定款 変更案
（招集）
第12条　定時株主総会は、毎事業年度終了後3 ヶ月
以内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集
する。

（新設）

（招集）
第12条　定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以

内に招集し、臨時株主総会は、必要ある場合に招集
する。

2　当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会
とすることができる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第15条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書
類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法
務省令に定めるところに従いインターネットを利用
する方法で開示することにより、株主に対して提供
したものとみなすことができる。

（削除）

（新 設） （電子提供措置等）
第15条　当会社は、株主総会の招集に関し、株主総

会参考書類等の内容である情報について電子提供措
置をとる。

２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部または一部について、議決権
の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交
付する書面に記載することを要しないものとする。

２．変更の理由
　　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
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現行定款 変更案
（新 設） （附則）
（新 設） （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

第１条　定款第15条（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示とみなし提供）の削除および定款第
15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部
を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第１
条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である
2022年９月１日（以下、「施行日」という。）か
ら効力を生ずるものとする。

２　前項の規定にかかわらず、施行日から６ヶ月以内
の日を株主総会の日とする株主総会については、定
款第15条（株主総会参考書類等のインターネット
開示とみなし提供）は、なお効力を有する。

３　本条の規定は、施行日から６ヶ月を経過した日ま
たは前項の株主総会の日から３ヶ月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除する。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

再 任

１

　

は

長
せ

谷
がわ

川
 

　
かつ

勝
とし

敏
(1962年１月26日)

    1982年    4 月 エルグ株式会社（現当社）入社
    1997年    4 月 当社ソフトウェア事業部長
    1999年    6 月 当社取締役ソフトウェア事業部長
    2001年    4 月 当社取締役ソリューションエンジニアリング事業部長
    2003年    4 月 当社常務取締役
    2005年    1 月 当社専務取締役
    2013年    3 月 当社代表取締役社長、ガバナンス室管掌
    2015年    3 月 イーソルトリニティ株式会社取締役会長（現任）
    2016年    4 月 株式会社オーバス取締役（現任）
    2020年    1 月 当社代表取締役社長、社長室・ガバナンス室管掌
    2020年    3 月 当社代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・経

理部・管理部管掌
    2022年    1 月 当社代表取締役社長、社長室・ガバナンス室・管

理統括部・経理部管掌（現任）

335,335株

（重要な兼職の状況）
イーソルトリニティ株式会社取締役会長
株式会社オーバス取締役

【選任理由】
　1982年4月にソフトウェアエンジニアとして入社後、開発業務のみならずマネジメントの手腕が評価され入社
15年でソフトウェア事業部長に就任し、組込みソフトウェア製品開発、エンジニアリングサービスの統括を担っ
てまいりました。また、現センシングソリューション事業の事業部長、管理部長の業務経験もあり当社の全事業
に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識は、当社の経
営に活かせると考え、取締役候補者とするものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）6名全員は、本総会終結
の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化をはかるため、社外取締役
1名を増員した取締役7名の選任をお願いするものであります。
　なお、監査等委員会は、当事業年度における業務執行及び業績等を勘案し、全ての取締役候補者に
ついて、当社の取締役として適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

再 任

２

　

うえ

上
やま

山
 

　
のぶ

伸
ゆき

幸
(1963年１月20日)

    1999年    7 月 イーシム株式会社代表取締役
    2001年    4 月 エルグ株式会社（現当社）入社
    2001年    4 月 当社エンベデッドプロダクツ事業部長
    2001年    6 月 当社取締役エンベデッドプロダクツ事業部長
    2008年    3 月 当社常務取締役
    2015年    3 月 イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長（現任）
    2017年    1 月 当社常務取締役エンベデッドプロダクツ事業部長
    2018年    3 月 eSOL Europe S.A.S.代表（現任）
    2022年    1 月 当社常務取締役ソフトウェア事業部

ビジネスマネジメント本部長（現任）

201,396株

（重要な兼職の状況）
イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長
eSOL Europe S.A.S.代表

【選任理由】
　組込みソフトウェア業界での営業経験が長く、業界内の国内企業だけでなく、海外企業とのコネクションも豊
富に有しております。また、外資系企業の代表としての経験等を通じて、2001年4月に入社以来、当社のグロー
バル展開において重要な役割を担ってまいりました。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の
業務執行の監督を行うに適任であると考え、取締役候補者とするものであります。

再 任

３

　

とく

徳
なが

永
 

　
ふとし

太
(1963年11月８日)

    1986年    10月 エルグ株式会社（現当社）入社
    2011年    3 月 当社ソリューションエンジニアリング事業部長
    2013年    3 月 当社取締役(現任)

301,898株

【選任理由】
　1986年10月にソフトウェアエンジニアとして入社以来、エンジニアリングサービスの分野で多くの経験を有
し、特に車載システムに注力し現在の車載ビジネスの礎を築いてまいりました。2011年3月にはソリューション
エンジニアリング事業部長に就任し、大幅な業績拡大を実現してまいりました。同氏がこれまでの経歴で培った
経験及び見識は、当社のエンジニアリングサービス及び組織改革に係る業務執行の監督を行うに適任であると考
え、取締役候補者とするものであります。

再 任

４

　

やま

山
だ

田
 

　
みつ

光
のぶ

信
(1974年10月21日)

    1995年    4 月 エルグ株式会社（現当社）入社
    2007年    8 月 当社ロジスティクスエンジニアリング

（現センシングデバイス）事業部長
    2008年    3 月 当社取締役ロジスティクスエンジニアリング

事業部長（現任）

521,898株

【選任理由】
　1995年4月に現センシングデバイス事業部に入社以来、車載プリンタ、ハンディターミナルといったハードウ
ェア製品のメンテナンスや出荷業務から営業まで、一貫して同事業部の商流を経験してまいりました。また、当
社事業のみならず、他社製品や業界動向に関する豊富な知見を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った
経験及び見識から、当社の業務執行の監督を行うに適任であると考え、取締役候補者とするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

再 任

５

　

ごん

権
どう

藤
 

　
まさ

正
き

樹
(1970年10月10日)

    1996年    9 月 エルグ株式会社（現当社）入社
    2010年    1 月 当社技術戦略室長
    2012年    1 月 当社技術本部長
    2017年    3 月 当社取締役技術本部長
    2022年    1 月 当社取締役ソフトウェア事業部長（現任）

159,898株

【選任理由】
　1996年9月にソフトウェアエンジニアとして入社し、エンジニアリングサービスを経験後、自社ソフトウェア
製品開発に従事してまいりました。組込みOSの技術に関する専門的かつ広範な知識を有しており、2010年以降
は当社の技術戦略責任者としてプロダクトマネジメントを行っております。また、一般社団法人組込みマルチコ
アコンソーシアム、米国電気電子学会（IEEE）マルチ・メニーコア技術標準化推進ワーキング・グループ、自動
車業界のグローバル開発パートナーシップであるAUTOSARへの参加等、国内外を問わず業界全体の技術の発展
にも寄与しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督を行うに適任
であると考え、取締役候補者とするものであります。

再 任

社 外

独 立

６

　

なか

中
い

井
ど

戸
 

　
のぶ

信
ひで

英
(1946年11月１日)

    1971年    4 月 住友商事株式会社入社
    2005年    4 月 同社代表取締役副社長執行役員
    2009年    6 月 住友情報システム株式会社（現SCSK株式会社）

代表取締役会長兼社長
    2011年    10月 SCSK株式会社代表取締役社長
    2013年    6 月 同社代表取締役会長
    2016年    4 月 同社取締役相談役
    2017年    5 月 いちご株式会社社外取締役（現任）
    2018年    10月 一般社団法人日本CHRO協会理事長（現任）
    2019年    3 月 当社社外取締役（現任）
    2020年    6 月 ソースネクスト株式会社社外取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
いちご株式会社社外取締役
一般社団法人日本CHRO協会理事長
ソースネクスト株式会社社外取締役

【選任理由及び期待される役割の概要】
　企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、
当社の業務執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、社外取締役候補者とするものであ
ります。また、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有していると判断し、独立役員に指定してお
ります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

新任

社 外

７

こん

近
どう

藤
 

　
ひろし

浩
(1964年8月22日)

    1987年    4 月 日本電装株式会社（現株式会社デンソー）入社
    2012年    1 月 同社電子技術２部第１設計室長
    2013年    1 月 同社電子技術２部担当部長
    2014年    1 月 同社電子技術３部担当部長
    2015年    1 月 同社電子技術１部長
    2016年    7 月 同社電子事業部副事業部長
    2017年    1 月 同社エレクトロ事業部副事業部長
    2018年    4 月 同社常務役員エレクトロ事業部長
    2019年    4 月 同社執行職エレクトロ事業部長
    2020年    4 月 同社執行職 電子プラットフォーム統括部 統括部長

及びエレクトロ事業部担当
    2021年    6 月 同社執行幹部エレクトロ事業部担当

及びAD&ADAS事業部 電子領域担当
    2022年    1 月 同社執行幹部AD＆ADAS 事業部長（現任）

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
　1987年４月、日本電装株式会社（現株式会社デンソー）に入社して以来、電子技術部門の最前線に身を置
き、同社の車載ソフトウェアを中心とした事業を牽引しております。車載用電子プラットフォーム開発の統括に
関する豊富な経験と専門的かつ広範な知識を有しており、加えて同社が自動車業界で培ってきた品質向上及び品
質管理手法は、今般、締結した当社との業務・資本提携において、将来的に両社の業界内におけるイニシアティ
ブを最大化させていく大きな原動力となります。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務
執行の監督機能の維持・向上及び経営全般における助言を期待し、社外取締役候補者とするものであります。

（注）１. 新任の取締役候補者近藤浩氏は株式会社デンソーの執行幹部であり、当社は同社との間に業務及び資
本提携に関する契約等の取引関係があります。その他の取締役候補者と当社との間には、特別な利害
関係はありません。

２. 中井戸信英氏及び近藤浩氏は、社外取締役候補者であります。
３. 中井戸信英氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって３年となります。
４. 社外取締役候補者との責任限定契約について

当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結しておりますが、中井戸信英氏の再任をご承認いただ
いた場合、当社は中井戸信英氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、近藤浩氏につい
ては、選任後当該契約を締結する予定であります。その契約の概要は、次のとおりであります。
・当社は社外取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第
１項に定める最低責任限度額としております。なお、各取締役候補者の再任が承認された場合に
は、当該契約を継続する予定であります。

・上記の責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意であり、かつ重大
な過失がないときに限るものとする。
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５. 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠
償責任保険契約を締結しており、2022年12月に更新をする予定です。
本議案において各再任取締役候補者の選任が承認可決された場合には、各再任取締役候補者は引き続
き被保険者となります。
また、新任の取締役候補者については、選任後被保険者となります。
①　填補の対象となる保険事故の概要

被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。

②　保険料
保険料は全額会社負担としております。

6. 中井戸信英氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届
け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出
る予定であります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

再 任

１

　

まる

丸
やま

山
 

　
たけ

武
し

四
(1953年2月18日)

    1981年    12月 エルグ株式会社（現当社）入社
    2001年    4 月 当社ソリューションエンジニアリング事業部

第１技術課課長
    2006年    1 月 当社ガバナンス室内部監査担当
    2011年    3 月 当社常勤監査役
    2018年    3 月 当社取締役（常勤監査等委員）（現在）

ー

【選任理由】
　1981年12月にソフトウェアエンジニアとして入社後、エンジニアリングサービス部門のマネージャーを経験
し、2006年よりガバナンス室にて内部監査を担当してきたことから、技術及び監査両面における豊富な経験と
幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査
を行うに適任であると考え、監査等委員である取締役候補者とするものであります。

再 任

社 外

独 立

２

おく

奥
や

谷
 

　
ひろ

弘
まさ

和
(1944年１月29日)

    1966年    4 月 岐阜プラスチック工業株式会社入社
    1971年    2 月 税理士登録開業
    1976年    4 月 行政書士登録開業
    1980年    3 月 有限会社奥谷会計事務所開業（現任）
    1991年    6 月 エルグ株式会社（現当社）監査役
    1998年    6 月 同社監査役退任
    2009年    3 月 当社監査役
    2018年    3 月 当社取締役（監査等委員）（現任）

9,920株

（重要な兼職の状況）
奥谷弘和税理士事務所代表

【選任理由及び期待される役割の概要】
　奥谷弘和氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に関与した経験はございませんが、税理士等として
の豊富な経験と専門的知識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務
執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、監査等委員である社外取締役候補者とするものでありま
す。

第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件
　監査等委員である取締役全員（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきま
しては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

再 任

社 外

独 立

３

　

たか

高
はし

橋
 

　
ひろ

廣
し

司
(1949年6月21日)

    1973年    12月 扶桑監査法人入所
    1995年    6 月 中央監査法人代表社員
    2007年    8 月 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）

代表社員マーケティング本部事業開発部担当常任理事
    2009年    9 月 同監査法人クライアントサービス本部監査統括部

事業推進室担当常務理事
    2011年    5 月 株式会社パルコ社外取締役
    2011年    6 月 株式会社プロネット代表取締役社長（現任）
    2012年    3 月 株式会社サンセイランディック社外取締役（現任）
    2017年    3 月 当社取締役
    2017年    6 月 株式会社リアライズ（現株式会社ネタもと）社外

取締役
    2018年    3 月 当社取締役（監査等委員）（現任）

ー

（重要な兼職の状況）
株式会社プロネット代表取締役社長
株式会社サンセイランディック社外取締役

【選任理由及び期待される役割の概要】
　公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、同氏がこれまでの経歴で培
った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の監査を客観的な見地で行うに適任であると考え、監査等委員で
ある社外取締役候補者とするものであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
２. 奥谷弘和氏及び高橋廣司氏は、社外取締役候補者であります。
３. 奥谷弘和氏及び高橋廣司氏は、現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間

は、本総会終結の時をもって奥谷弘和氏が４年、高橋廣司氏が５年となります。
４. 社外取締役候補者との責任限定契約について

当社と社外取締役との間で責任限定契約を締結しておりますが、奥谷弘和氏及び高橋廣司氏の再任を
ご承認いただいた場合、当社は奥谷弘和氏及び高橋廣司氏との間で当該契約を継続する予定でありま
す。その契約の概要は、次のとおりであります。
・当社は社外取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償

責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第
１項に定める最低責任限度額としております。なお、各取締役候補者の再任が承認された場合に
は、当該契約を継続する予定であります。

・上記の責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行について善意であり、かつ重大
な過失がないときに限るものとする。
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５. 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠
償責任保険契約を締結しており、2022年12月に更新をする予定です。
本議案において各再任取締役候補者の選任が承認可決された場合には、各再任取締役補者は引き続き
被保険者となります。
①　填補の対象となる保険事故の概要

被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請
求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。

②　保険料
保険料は全額会社負担としております。

6. 奥谷弘和氏及び高橋廣司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立
役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員として同取
引所に届け出る予定であります。

以上
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(2021年 １月 １日から
2021年12月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大による社会経済活

動の抑制が続く中、依然として厳しい状況が続いております。
当社グループの組込みソフトウェア事業がターゲットとして注力している自動車市場で

は、CASE（Connected つながる車、Autonomous 自動運転、Shared & Service シェアリ
ングサービス、Electric 電動化）と呼ばれる領域が進展しており、同市場は大きな変革期に
あります。また、自動車や医療分野を中心に、安全技術への需要が高まっており、機能安全
規格の認証取得が求められる傾向にあります。

このような環境の中、当社グループは自動車関連業界をメインターゲットと位置づけ、ワ
ンストップソリューションの提供に注力するとともに、研究開発への投資を引き続き行って
まいりました。また、センシングソリューション事業がメインターゲットの１つとしている
食肉市場並びに倉庫・物流業界に対しては、指定伝票発行用車載プリンタ（以下「車載プリ
ンタ」という。）やハンディターミナルの拡販を進めました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高8,937百万円（前期比1.2％減）、営業利益
72百万円（同89.4％減）、経常利益330百万円（同63.7％減）、親会社株主に帰属する当
期純利益200百万円（同70.3％減）となりました。
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各セグメントの業績は次のとおりであります。
（組込みソフトウェア事業）

当事業は、幅広い分野における電子機器向けの自社製ソフトウェア製品RTOS（リアルタ
イム・オペレーティング・システム）の開発・販売、受託開発を主に行っておりますが、主
にコンシューマ向け機器への売上が前期比で減少しました。その結果、売上高8,256百万円
（前期比1.2％減）及びセグメント利益49百万円（同92.3％減）となりました。

また、当セグメントの売上高の内訳としては、ソフトウェア製商品は1,823百万円（前期
比8.0％減）、エンジニアリングサービス等は6,433百万円（同0.9％増）となっておりま
す。

（センシングソリューション事業）
当事業は、冷菓・冷凍食品市場、食肉市場及び物流市場において、車載プリンタやハンデ

ィターミナルの販売に加え、新たなセンサネットワーク関連ビジネスを推進しました。その
結果、売上高692百万円（前期比2.3％増）となりましたが、セグメント利益はハンディター
ミナルのソフトウェアライセンスの販売が減少したことなどにより、18百万円（同23.1％
減）となりました。

②　設備投資の状況
当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は88百万円で

あります。その主な内訳は、本社事務所のレイアウト変更に伴う内装工事及びソフトウエア
の購入であります。

③　資金調達の状況
当連結会計年度は、資本市場での社債及び新株式の発行による資金調達はありませんでし

た。
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区 分 第 44 期
(2018年12月期)

第 45 期
(2019年12月期)

第 46 期
(2020年12月期)

第 47 期
(当連結会計年度)
(2021年12月期)

売 上 高 (千円) 8,752,265 9,644,996 9,042,716 8,937,872

経 常 利 益 (千円) 687,273 867,559 909,844 330,325

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益 (千円) 524,000 659,326 676,285 200,702

１株当たり当期純利益 (円) 30.52 32.41 33.23 9.86

総 資 産 (千円) 6,125,692 6,686,718 7,470,900 7,284,029

純 資 産 (千円) 4,382,067 5,128,294 5,746,615 5,777,761

１株当たり純資産額 (円) 215.43 252.11 282.34 283.73

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式
総数に基づき算出しております。

２. 当社は、2018年７月２日付で普通株式１株につき10株、2019年４月１日付で普通株式１株につ
き４株の株式分割を行っております。第44期の期首に当該分割が行われたと仮定して１株当たり
当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
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区 分 第 44 期
(2018年12月期)

第 45 期
(2019年12月期)

第 46 期
(2020年12月期)

第 47 期
(当事業年度)

(2021年12月期)
売 上 高 (千円) 8,287,022 9,061,968 8,731,902 8,678,339

経 常 利 益 (千円) 598,469 808,562 858,693 294,039

当 期 純 利 益 (千円) 465,025 621,583 571,446 175,735

１株当たり当期純利益 (円) 27.08 30.56 28.08 8.63

総 資 産 (千円) 6,068,819 6,545,047 7,277,568 7,032,857

純 資 産 (千円) 4,443,480 5,152,435 5,665,116 5,670,639

１株当たり純資産額 (円) 218.45 253.30 278.33 278.47

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式
総数に基づき算出しております。

２. 当社は、2018年７月２日付で普通株式１株につき10株、2019年４月１日付で普通株式１株につ
き４株の株式分割を行っております。第44期の期首に当該分割が行われたと仮定して１株当たり
当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

３. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等
を第45期の期首から適用しており、第44期の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って
適用した後の金額となっております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

イーソルトリニティ株式会社 10,000千円 100％ ソフトウェア事業

e S O L  E u r o p e  S . A . S . 10万ユーロ 100％ ソフトウェア事業

⑶　重要な子会社の状況
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⑷　対処すべき課題
①　組込みソフトウェア事業の拡大

組込みソフトウェア事業は当社グループを支える基幹事業で、主にソフトウェア製品の開
発および販売と、エンジニアリングサービスの２つのビジネスから構成されております。開
発した製品を顧客の要望に応じたエンジニアリングサービスとともに提供するという、ワン
ストップサービスが当社グループの特徴であり、これらの成長が事業規模拡大の上で非常に
重要であります。その競争力の源泉である優れた製品の開発に、継続的に開発投資を行って
おります。

当社グループでは自動車関連の売上高が伸びてきております。自動車の電子化は著しく、
当社グループでは最も重要な市場と考えております。近年は、コネクテッドをキーワードと
したMaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス Mobility as a Service)という言葉も現れてお
り、自動車が単なる移動手段ではなく、社会インフラの一部に変わりつつあります。その変
化においても当社技術を活かせるものと考えております。

今後、社会のIoT化がますます進み、私たちとインターネット空間の接点はパソコンやスマ
ートフォンから車や家といった生活空間に広がります。インターネット空間に収集されたデ
ータはあらゆる分野と連携し、生活をより豊かにするとともに、私たちが抱える社会的な課
題の解決へも繋がっていきます。その情報の収集とあらゆる分野との連携においても、当社
がこれまで培ってきた組込みソフトウェア技術を活かせるよう、技術の開発を進めてまいり
ます。
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②　組込みソフトウェアエンジニアの確保・育成と生産性の向上
組込みソフトウェア事業での最大のビジネスはエンジニアリングサービスであります。こ

のビジネス拡大のためには開発エンジニアの数の拡大が求められますが、ソフトウェア業界
に限らず、様々な業界で人材採用難が語られております。優秀な人材の獲得を目的の一つと
して、2019年に東証第一部へ市場変更を果たしました。今後も「働きがいのある魅力的な会
社」となるよう待遇を整備していくとともに、多様化する労働形態に応じて柔軟に対応して
いく必要があると考えております。同時に、「一緒に働きたい会社」として、パートナー企
業の開拓も今まで以上に注力してまいります。

企業の力は、人材の力であります。優秀な人材を採用し、人材の能力をできるだけ早期に
向上させ、付加価値の高い人材に育て上げていく事が重要であると考えております。

③　センシングソリューション事業における既存市場からの出口戦略
1991年に開始した車載プリンタの販売は、加工食品市場、乳製品市場の成熟化、ロジステ

ィクスのセンター納品化、EDI（Electronic Data Interchange）の浸透、販売ルートの統廃
合などにより、今後の成長を見込むことは難しい市場と考えております。これまでピーク時
には年間1,000台以上の需要も、今後は200台～300台前後と小規模ながら一定程度、存在
すると予想されますので、その需要を取り込みつつ、従来の販売に加え、新たに一定期間、
製品やサービスを提供するサブスクリプションによる販路拡大により、利益の確保に努めて
まいります。

④　センシングソリューション事業における新規市場の開拓
車載プリンタに代わる新たな市場として、自動販売機など、まだコンピュータによる

スマート化がされていない市場や、農業などICT（情報通信技術）が採用されていない市
場に、各種のセンサと既存事業のなかで獲得した耐環境技術を応用したIoTソリューショ
ンを提供いたします。また、これまで培った耐環境技術を応用した新たなデバイスとし
て防災システムを開発しました。この防災システムによって、地域住民の安全や企業の
事業継続性確保に貢献していくことに努めてまいります。
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事 業 区 分 事 業 内 容

組 込 み ソ フ ト ウ ェ ア 事 業 組込み製商品の開発・販売及びエンジニアリングサービス等の提供

センシングソリューション事業 流通・物流市場向けトータルソリューションの提供及び
IoTソリューションの提供

⑸　主要な事業内容（2021年12月31日現在）

本 社 東京都中野区

サ ー ビ ス セ ン タ ー 埼玉県さいたま市南区

大 阪 オ フ ィ ス 大阪府大阪市淀川区

刈 谷 オ フ ィ ス 愛知県刈谷市

イーソルトリニティ株式会社 本社（東京都中野区）

e S O L  E u r o p e  S . A . S . 本社（フランス）

⑹　主要な事業所（2021年12月31日現在）
①　当社

②　子会社
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事 業 区 分 従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

組 込 み ソ フ ト ウ ェ ア 事 業 409 名 5名増

センシングソリューション事業 29 3名減

報 告 セ グ メ ン ト 計 438 2名増

全 社 （ 共 通 ） 52 4名増

合 計 490 6名増

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 令 平 均 勤 続 年 数

472名 4名増 39.1才 10.1年

⑺　従業員の状況（2021年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は就業人員（出向者を除き、受入出向者並びに契約社員及び常用パートを含む。）であ
ります。

２. 全社（共通）として記載されている従業員数は、組込みソフトウェア事業及びセンシングソリュ
ーション事業に該当しない間接部門に所属しているものであります。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業人員（出向者を除き、受入出向者並びに契約社員及び常用パートを含む。）でありま
す。

⑻　主要な借入先の状況（2021年12月31日現在）
該当事項はありません。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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①　発行可能株式総数 69,760,000株
②　発行済株式の総数 21,460,800株（自己株式1,097,262株を含む）
③　株主数 4,285名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

イ ー ソ ル 従 業 員 持 株 会 2,711,079株 13.31％

株 式 会 社 デ ン ソ ー 1,417,000 6.96

株 式 会 社 K A M 1,410,720 6.93

株 式 会 社 ビ ー オ ー ビ ー 1,200,000 5.89
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（ 信 託 口 ） 1,177,000 5.78

株 式 会 社 ア バ ー ル デ ー タ 800,000 3.93

笠 　 谷 　 喜 代 年 795,538 3.90
ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ　ＢＲＯＫＥＲＳ　
Ｌ Ｌ Ｃ 640,200 3.14

山 　 田 　 光 　 信 521,898 2.56

久 保 田 　 伊 佐 雄 375,040 1.84

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年12月31日現在）

④　大株主

（注）１. 当社は、自己株式を1,097,262株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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区 分 株 式 数 交 付 対 象 者 数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） 6,185株 5名

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
当社は、2020年３月27日開催の第45回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的
な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有
を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。こ
の決議に基づき、2021年３月30日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式
の処分を行うことを決議しております。
なお、当事業年度中に当社の取締役に対し、職務執行の対価として交付した譲渡制限付株式
の数は以下の通りです。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 長谷川　　勝　敏
社長室・ガバナンス室・経理部・管理部管掌
イーソルトリニティ株式会社取締役会長
株式会社オーバス取締役

常 務 取 締 役 上　山　　伸　幸
エンベデッドプロダクツ事業部長
イーソルトリニティ株式会社代表取締役社長
eSOL Europe S.A.S.代表

取 締 役 徳　永　　　　太 ソリューションエンジニアリング事業部長

取 締 役 山　田　　光　信 センシングデバイス事業部長

取 締 役 権　藤　　正　樹 技術本部長

取 締 役 中井戸　　信　英
いちご株式会社社外取締役
一般社団法人日本CHRO協会理事長
ソースネクスト株式会社社外取締役

取 締 役
（常勤監査等委員） 丸　山　　武　四

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 奥　谷　　弘　和 奥谷弘和税理士事務所代表

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 高　橋　　廣　司 株式会社プロネット代表取締役社長

株式会社サンセイランディック社外取締役

⑵　会社役員の状況
①　取締役の状況（2021年12月31日現在）

（注）１. 取締役 中井戸信英氏、奥谷弘和氏及び高橋廣司氏は、社外取締役であります。
２. 取締役 奥谷弘和氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
３. 取締役 高橋廣司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
４. 監査等委員会体制の実効性を高めるため、取締役 丸山武四氏を常勤の監査等委員に選定しており

ます。
５. 当社は、取締役 中井戸信英氏、奥谷弘和氏及び高橋廣司氏を、株式会社東京証券取引所に対し独

立役員として届け出ております。
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②　責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としておりま

す。

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者がその職務の執行

に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずること
のある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、１年毎に契約更新してお
ります。

当該保険契約の被保険者は、当社取締役及び当社監査等委員であり、すべての被保険者に
ついて、その保険料を全額当社が負担しております。

なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保
険者の故意または重大な過失に起因する損害等については填補の対象外としております。

④　取締役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」
という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役
会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び
決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方
針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a. 基本報酬に関する方針

各取締役の役位、責務、貢献度等により、代表取締役社長が決定する。賞与の支給を行
う場合は役位、責務、貢献度等により代表取締役社長が起案し、取締役会の決議をもっ
て決定する。

b. 非金銭報酬等に関する方針
譲渡制限付株式報酬制度を採用する。譲渡する株式数は、役位、責務、貢献度等により
代表取締役社長が起案し、取締役会の決議をもって決定する。

c. 報酬等の割合に関する方針
上記「a.～b.」について概ね12:1の割合を目安として、各事業年度の業績等により変
動する。

d. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
在任期間において、月例報酬として支払う。
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区 分 報酬等の
総 額

報酬の種類別の総額 対象となる
役員の員数基本報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

81,973千円
（3,600）

73,976千円
（3,600）

7,997千円
（－）

６名
（１）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

10,600
（4,800）

10,600
（4,800）

－
（－）

３
（２）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

92,573
（8,400）

84,576
（8,400）

7,997
（－）

９
（３）

e. 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項
当社の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役
会により委任された代表取締役社長長谷川勝敏であり、株主総会で決議された報酬総額
の範囲内において、各取締役の役位、責務、貢献度等を考慮して決定する権限を有して
おり、各取締役の１年間の月例報酬につき代表取締役社長に決定を一任する。委任した
理由は、当社の業績及び事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当する重点施策に対し、
定量と定性の両面から評価を行うには代表取締役社長が適していると判断した。
なお、当該一任された権限が適切に行使されるよう、取締役会による一任決議を毎年行
うものとする。

f. 報酬等の内容の決定方法（上記「e.」を除く。）
取締役会にて決議する。

g. 上記のほか個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項
取締役会にて決議する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれてお
りません。

２. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2018年３月29日開催の第43回定時株主総会にお
いて、年額150,000千円以内（ただし使用人分給与を含まない。）と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は、６名（うち、社外取締役は0名）
です。

３. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年３月29日開催の第43回定時株主総会において、
年額30,000千円以内と決議いただいております。
当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は、４名（うち、社外取締役は３名）です。

４. また、2020年３月27日開催の第45回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役
及び社外取締役を除く。）に対して、上記「（注）２.」の固定報酬枠とは別に、譲渡制限付株式
の付与のために支給する金銭報酬債権の額として年額40,000千円以内とすることを決議いただい
ております。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役
中 井 戸 　 信 　 英

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席しました。企業
経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、当社の業務執行の監督機
能の維持・向上及び経営全般における有意義な発言を積極的におこなって
おります。また、意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見を述べ
ており、適切な役割を果たしております。

取締役（監査等委員）
奥 谷 弘 和

当事業年度において開催された取締役会14回の全てに、監査等委員会12
回の全てに出席しました。税理士としての専門的見地から、特に財務・会
計等に関して発言を行っております。また、意思決定の妥当性・適正性を
確保するための意見を述べており、適切な役割を果たしております。

取締役（監査等委員）
高 橋 廣 司

当事業年度において開催された取締役会14回の全てに、監査等委員会12
回の全てに出席しました。公認会計士としての専門的見地から、特に財
務・会計等に関して発言を行っております。また、意思決定の妥当性・適
正性を確保するための意見を述べており、適切な役割を果たしておりま
す。

当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は、
５名です。

５. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
譲渡制限付株式の付与のために報酬として取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く。）５名に付与した譲渡制限付株式7,997千円（報酬等としての額）。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役 中井戸信英氏は、いちご株式会社、ソースネクスト株式会社の社外取締役及び一
般社団法人日本CHRO協会の理事長であります。当社と各兼職先との間には特別の関係
はありません。

・取締役（監査等委員）奥谷弘和氏は、奥谷弘和税理士事務所の代表であります。当社と
兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）高橋廣司氏は、株式会社プロネットの代表取締役社長、株式会社
サンセイランディックの社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係
はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

－ 30 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 33,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 33,000

⑶　会計監査人の状況
①　名称 EY新日本有限責任監査法人

②　報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出
根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額に
ついて同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。

④　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定い
たします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当する
と認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会
計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務

の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠である
との認識のもと、コンプライアンス規程を定めるとともにすべての役員及び従業員が
法令・定款・社内規程・企業倫理を遵守した行動を取るためのコンプライアンス・マ
ニュアルを策定しております。また、直接従業員から通報相談を受け付ける内部通報
制度を設け、法令違反またはコンプライアンス・マニュアルに反する行為またはその
おそれがある事実の早期発見に努めております。同制度では通報者に対する匿名性を
担保するとともに不利益となる取扱いの防止を保証しております。

ロ. 当社は、社長直轄の内部監査部門が経営課題に的確に対応した内部監査を通じて内部
管理に関する課題を提起することにより、コーポレート・ガバナンスを強化するとと
もに、子会社を含む各組織に対して内部管理プロセスを重視した内部監査を実施し牽
制機能の充実をはかっております。

ハ. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するととも
にこれら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙
げて毅然とした態度で対応します。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を、法令及び

社内規程に基づき適正に保存及び管理しております。また、法令または証券取引所適時開示
規則に則り、必要な情報開示を行います。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、経営に重大な影響を与えるリスクを事前に把握、分析、評価したうえで適切な対

応策を準備し、発生したリスクによる損失を最小限にすべく組織的な対応を行うとともに、
リスクマネジメント状況を監督し、定期的な見直しを行っております。
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④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会は、経営の基本方

針・法令で定められた事項その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状
況を監督する機関と位置づけ、運用をはかっております。また、当社は、環境変化に対応し
た会社全体の将来のビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度の経営計画を策
定しております。さらに、取締役会の下に、社長が議長を務める経営会議を設けて、取締役
会の議論を充実させるべく事前審議を行うとともに、取締役会から委譲された権限の範囲内
で当社業務の執行及び施策の実施等について審議しております。また、当社は、執行役員制
度を導入し、権限の委譲をはかっております。

⑤　当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社の社長室の管理のもと、子会社の経営意思
を尊重しつつ、一定の事項については予め当社の承認を求めることや、当社に報告を求める
ことにより、子会社の経営管理を行っております。さらに、当社の内部監査部門が当社グル
ープ全体に対して内部監査を実施し、業務の適正を確保しております。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項、当該使用人の取締役（監査等委員であるものを除く。）からの独立性に関する事
項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、社長直轄の内部監査部門が監査等委員会の求めに応じて監査等委員会の監査を補

助することとしております。監査等委員会の招集事務、議事録の作成、その他監査等委員会
会議運営に関する事務は内部監査部門がこれを補佐します。また、当該使用人の任命・異動
等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ること、監査等委員会から
監査業務に必要な命令を受けた当該使用人は、その命令に関して、当社取締役（監査等委員
であるものを除く。）の指揮命令を受けないものとすることにより、取締役（監査等委員で
あるものを除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性を確保しておりま
す。
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⑦　当社及び子会社の取締役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会
に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに報告した者が当該
報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制その他監査等委
員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、当社監査等委員会が定期的に取締役または使用人から職務執行の状況について報

告を受けることができる体制を整備するとともに、監査が実効的に行われることを確保する
ため内部監査部門が監査等委員会の業務を補助しております。また、内部監査部門は内部通
報制度により当社グループの役職員から得た通報内容について、当社監査等委員会に報告を
行うこととしております。さらに、当社及び子会社の監査等委員または監査役間での情報共
有をはかっております。当社グループは、内部通報をしたことを理由に不利益な取扱いを行
ってはならない旨を定めるとともに、当社の内部監査部門へ報告を行った当社グループの役
職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨
を当社グループの役職員に周知徹底しております。

⑧　監査等委員会の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員会の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、毎年一定額の
予算を設けているほか、監査等委員会がその職務について生じる費用の前払い等の請求をし
たときには、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員会の職務の執行に必要でない
と認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理することとしております。

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
①　企業統治体制の概要
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しており、取締役会、監査等委員会及び会計

監査人を設置するとともに、内部監査部門であるガバナンス室を設置しております。これ
らの各機関の相互連携により、適切な企業統治体制を構築しております。

②　取締役会
取締役会は、法令・定款・当社規程等に定められた事項や経営上の重要事項に関しての

報告・審議を通じて意思決定を行うとともに、取締役の業務の執行状況を監督しておりま
す。定時取締役会は毎月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
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③　監査等委員会
監査等委員会は、年度ごとに策定する監査計画に基づき、法令、定款及び社内規程のも
と遵法経営が定着しているか、リスク予防のための施策がなされているかといった重点項
目を中心に監査を実施するとともに、取締役会の他、社内重要会議に出席するほか、取締
役あるいは部門責任者・担当者からのヒヤリングを行い、ガバナンス室や会計監査人とも
相互に連携して、取締役の業務執行を充分に監査できる体制を整えております。

④　内部監査
内部監査は、社長直轄のガバナンス室が行っております。監査結果は監査報告書等の書
面によって社長及び監査等委員会に報告し、指摘事項に関しては被監査部門に対して計画
的に改善するよう指示を行っております。また、改善結果に関しては被監査部門より報告
させ、確認を行っております。

⑤　リスク管理
当社グループは、コンプライアンス遵守がリスク管理の前提と位置づけ、「コンプライ

アンス規程」、「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス・マニュアル」を制
定し、コンプライアンス意識の向上と徹底をはかっております。また、取締役及び従業員
から企業倫理に関する相談、通報等を受け付ける窓口としてガバナンス室に「コンプライ
アンス報告相談窓口」を設置し、運用することでリスクの防止・軽減に努めております。
重要なリスク情報につきましては、監査等委員会及び顧問弁護士と連携し対応策の検討を
行っております。経営危機が発生した場合の対応については、「危機管理規程」を制定
し、対応について明文化しております。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
有 価 証 券
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 附 属 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金　

6,298,737
4,015,450
1,638,618
206,614
129,492
64,449
120,335
123,774
985,292
256,262
193,614
62,647

154,481
151,843
2,637

574,549
317,748
55,440
29,969
171,391　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,211,650
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 514,427
未 払 金 265,658
未 払 費 用 35,201
未 払 法 人 税 等 23,085
未 払 消 費 税 等 173,464
前 受 金 120,829
預 り 金 21,733
賞 与 引 当 金 55,820
そ の 他 1,427

固 定 負 債 294,618
長 期 未 払 金 118,903
資 産 除 去 債 務 101,828
持分法適用に伴う負債 62,591
そ の 他 11,295

負 債 合 計 1,506,268
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 5,623,996
資 本 金 1,041,818
資 本 剰 余 金 965,392
利 益 剰 余 金 3,700,431
自 己 株 式 △83,646

その他の包括利益累計額 153,764
その他有価証券評価差額金 153,268
為 替 換 算 調 整 勘 定 496

純 資 産 合 計 5,777,761
資 産 合 計 7,284,029 負 債 純 資 産 合 計 7,284,029

連 結 貸 借 対 照 表
（2021年12月31日現在）

（単位：千円）

－ 36 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

(2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 8,937,872
売 上 原 価 6,142,418
売 上 総 利 益 2,795,454
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,722,774
営 業 利 益 72,679
営 業 外 収 益

受 取 利 息 35
受 取 配 当 金 9,825
為 替 差 益 1,047
助 成 金 収 入 221,783
そ の 他 41,327 274,020

営 業 外 費 用
賃 貸 借 契 約 解 約 損 16,373
そ の 他 0 16,374

経 常 利 益 330,325
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14,559 14,559
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 315,765
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 72,767
法 人 税 等 調 整 額 42,295 115,063
当 期 純 利 益 200,702
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 200,702

連 結 損 益 計 算 書

（単位：千円）
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
有 価 証 券
商 品
仕 掛 品
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 附 属 設 備
工 具 、 器 具 及 び 備 品

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金　

6,049,521
3,805,554
172,878
1,430,246
206,614
129,492
64,449
1,296

123,614
115,373
983,335
253,348
193,614
59,734

153,075
150,552
2,522

576,911
317,748
23,170
55,440
9,275

171,277　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 1,131,509
支 払 手 形 10,513
電 子 記 録 債 務 19,470
買 掛 金 461,137
未 払 金 249,282
未 払 費 用 14,258
未 払 法 人 税 等 17,374
未 払 消 費 税 等 164,634
前 受 金 117,935
預 り 金 20,556
賞 与 引 当 金 54,918
そ の 他 1,427

固 定 負 債 230,707
長 期 未 払 金 118,903
資 産 除 去 債 務 101,828
そ の 他 9,976

負 債 合 計 1,362,217
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 5,517,371
資 本 金 1,041,818
資 本 剰 余 金 965,392
資 本 準 備 金 942,093
そ の 他 資 本 剰 余 金 23,299

利 益 剰 余 金 3,593,806
利 益 準 備 金 16,220
そ の 他 利 益 剰 余 金 3,577,585
別 途 積 立 金 10,000
繰 越 利 益 剰 余 金 3,567,585

自 己 株 式 △83,646
評 価 ・ 換 算 差 額 等 153,268

その他有価証券評価差額金 153,268
純 資 産 合 計 5,670,639

資 産 合 計 7,032,857 負 債 純 資 産 合 計 7,032,857

貸　借　対　照　表
（2021年12月31日現在）

（単位：千円）
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(2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 8,678,339
売 上 原 価 5,956,016
売 上 総 利 益 2,722,323
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,696,994
営 業 利 益 25,328
営 業 外 収 益

受 取 利 息 34
受 取 配 当 金 9,825
受 取 家 賃 5,332
助 成 金 収 入 221,783
為 替 差 益 3,784
そ の 他 44,323 285,084

営 業 外 費 用
賃 貸 借 契 約 解 約 損 16,373
そ の 他 0 16,373

経 常 利 益 294,039
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 14,559 14,559
税 引 前 当 期 純 利 益 279,479
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 61,533
法 人 税 等 調 整 額 42,210 103,743
当 期 純 利 益 175,735

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廿 樂 　 眞 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 山 　 智 昭

独立監査人の監査報告書
2022年２月25日

イーソル株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、イーソル株式会社の2021年１月１日から2021

年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、イーソル株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 廿 樂 　 眞 明
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 南 山 　 智 昭

独立監査人の監査報告書
2022年２月25日

イーソル株式会社
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イーソル株式会社の2021年１月１日から

2021年12月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減す
るためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以　上
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監　査　報　告　書
当監査等委員会は、2021年１月１日から2021年12月31日までの第47期事業年度におけ

る取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告
いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役
会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の
上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告
を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び
監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け
ました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保
するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する事実は認めら
れません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。
⑶　連結計算書類の監査結果
会計監査人であるＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認め
ます。

2022年２月25日

イーソル株式会社　監査等委員会
常勤監査等委員 丸 山 　 武 四
社外監査等委員 奥 谷 　 弘 和
社外監査等委員 高 橋 　 廣 司

　
（注）監査等委員奥谷弘和及び高橋廣司は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する

社外取締役であります。

以　上
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会場：東京都中野区本町一丁目32番２号
ハーモニースクエア ３階　ハーモニーホール
TEL 03-3373-1270(代表)

交通 東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅改札口→ホール：４分
都営大江戸線中野坂上駅改札口→(丸ノ内線改札口前)→ホール：５分
都営大江戸線中野坂上駅改札口→(A1 出入口)→ホール：６分

見やすいユニバーサルデザイン
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